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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側周囲にスロット（１６）が設けられたディスク（１１）と、前記ディスクに取り付
けられた、そのようなスロットに係合され保持されたブレード根元部（２０）をそれぞれ
が有するブレード（１４）と、前記スロットの開口端部（１６ａ）と一致する、前記ディ
スクの上流側に固定された環状軸方向保持板（２６）とを備えるロータであって、前記デ
ィスクと前記保持板とは前記開口端部（１６ａ）の径方向外側に延びる外側円周インター
ロック（３４、４８）を画定するような形状であること、内側円周インターロック（４４
、５０）は前記開口端部の径方向内側に延びることと、
　前記保持板が、２連の歯（４８、５０）を有し、前記２連の歯（４８、５０）が、前記
スロットの前記開口端部に面するように配置された環状ウェブ（４６）の外側周囲と内側
周囲とにそれぞれ円周分配され、前記２連の歯が、それぞれ前記外側円周インターロック
の一部および前記内側円周インターロックの一部を形成することとを特徴とする、ロータ
。
【請求項２】
　前記ディスクが、前記スロット同士の間に、前記開口端部に対して上流側方向外側に突
出する前記外側円周インターロックの歯（３４）を含むこと、前記歯に溝（３６）が形成
され、前記溝は歯の内側面に開いていることを特徴とする、請求項１に記載のロータ。
【請求項３】
　前記ディスクが、環状フランジ（４０）を含み、前記環状フランジ（４０）が、前記開
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口端部に対して上流側方向内側に突出し、前記環状フランジ（４０）が、前記内側円周イ
ンターロックの一部を形成する、周囲に分配される歯（４４）を画定するように刻み目が
付けられたことを特徴とする、請求項１または２に記載のロータ。
【請求項４】
　前記保持板（２６）が、上流フランジ（５４）を含み、前記上流フランジ（５４）が、
径方向外向きに延び、前記ディスクの前記環状フランジに隣接し、かつ前記環状フランジ
に固定されることを特徴とする、請求項３に記載のロータ。
【請求項５】
　前記環状ウェブ（４６）が変形可能であること、軸方向の隙間（Ｊ）が、前記インター
ロックの協働する歯（３４、４８）同士の間に組み立てで画定されて、前記協働する歯が
接触する前に前記ウェブが変形するのを可能にすることを特徴とする、請求項１に記載の
ロータ。
【請求項６】
　前記軸方向の隙間（Ｊ）が、前記外側インターロックの協働する歯同士の間に画定され
ることを特徴とする、請求項５に記載のロータ。
【請求項７】
　前記外側インターロックと内側インターロックとの協働する歯が円周方向に偏位される
ことを特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載のロータ。
【請求項８】
　各ブレード根元部と対応するスロットの底部との間に弾性変形可能なスペーサ（２２）
が挿入されることを特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載のロータ。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載のロータを備えることを特徴とする、航空機ター
ボジェットファン。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか一項に記載のロータを有するファンを含むことを特徴とする
、航空機ターボジェット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はロータ、詳しくは航空機ターボジェットのファンロータに関し、より詳しくは
、本発明はブレード保持システムに関する。本発明はまた、そのようなロータが取り付け
られたターボジェットのファンと、そのようなロータがファンに取り付けられている航空
機ターボジェットとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　バイパスターボジェットでは、ファンのロータは複数のブレードを担持する。各ブレー
ドは、ディスクの周囲に形成された溝に係合するスプライン式ブレード根元部を含むが、
その溝は「スロット」と呼ばれる。スロットは「ディスクの歯」と呼ばれる、スロットの
縁部に重なる横突起部が設けられた径方向の突起部同士の間で画定され、その結果上記ス
ロットはブレード根元部を保持するような形状となる。スロットは上流と下流のいずれに
も開いている。本明細書では、「上流」と「下流」という用語はそれぞれロータの前方に
向かった、または後方に向かった位置を、即ち気流方向に対するそのような位置を指す。
【０００３】
　組み立てで、各ブレード根元部は、それをスロットの上流端部から中へと滑らせること
によってそのスロットに係合される。次いで上流端部同士が、具体的には「カウリング（
ｃｏｗｌ）後部リング」と呼ばれる環状部によって閉じられる。この部品は、ロータディ
スクに固定される。これはまた、ブレード根元部の下のスロットに挿入された縦スペーサ
を定位置に保持する働きをする。
【０００４】
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　ブレードが失われた場合、スペーサの形状によって旋回が可能になることから、隣接す
るブレードが傾き、それが前方に移動する。ブレード保持システムはこの軸方向の推進力
に耐えることができなければならない。
【０００５】
　欧州特許第１２２３３０９号明細書は、ブレードによって駆動されたスペーサヘッドが
上流に移動し、上記カウリング後部リングと接触するブレード保持システムを記載してい
る。したがって、これは大きな力に耐えられるように寸法決めする必要がある。力伝達機
能も有するスペーサは、この役割を果たすのに充分な強度を有する金属要素である必要が
る。そのため、様々なスロットに挿入される上記のカウリング後部リングとスペーサとは
比較的重い金属部品となる。
【特許文献１】欧州特許第１２２３３０９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の主な目的はロータ、特にその上流の阻止システムの重量を低減することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的のために本発明は主に、ロータにおいて、外側周囲にスロットが設けられたデ
ィスクと、上記ディスクに取り付けられた、そのようなスロットに係合され保持されたブ
レード根元部をそれぞれが有するブレードと、上記スロットの開口端部と一致する、上記
ディスクの上流側に固定された環状軸方向保持板とを備えるロータであって、上記ディス
クと上記保持板とは上記開口端部の外側で径方向に延びる外側円周インターロックを画定
するような形状であること、内側円周インターロックは上記開口端部の内側で径方向に延
びることを特徴とするロータに関する。
【０００８】
　本発明は特にターボジェットのファンのロータに適用される。
【０００９】
　したがって、上流のインターロック機能を実施する働きしかない保持板は、従来技術で
この目的で使用されるカウリング後部リングよりも極めて軽量である。
【００１０】
　さらに、スペーサはもはや上流に力を伝達することに関係なく、したがってこれを軽量
化することができる。特にスペーサは複合材料から作ることができる。各ブレード根元部
と対応するスロットの底部との間に挿入されたこのような弾性変形可能なスペーサは、ブ
レードを外向きに押しやって、ブレード根元部をスロットの縁部に重なる横突起部と接触
した状態に保つ働きしかしない。
【００１１】
　単に例としてここに提示する、添付の図面を参照して行う以下の記述を踏まえれば、本
発明をより充分に理解することができ、本発明の他の利点もより明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　ここに図示する通りのターボジェットのファンロータは、ディスクに取り付けられた複
数のブレード１４を備えたディスク１１を備える。この目的のために、ディスクはその外
側周囲にスロット１６を有する。これらのスロット１６は、上記スロット１６の縁部に重
なる、横突起部１９が設けられたディスクの歯１８同士の間に画定される。さらに、各ブ
レード１４は、対応するスロット１６に係合することが可能となる形状のブレード根元部
２０を備える。スロット１６の形状は、ブレード根元部を保持するように設計されている
。縦スペーサ２２は、各スロット１６の底部と対応するブレード根元部２０との間に挿入
されて、ブレードの位置を径方向に安定化させる。スロット１６は図示するように上流の
開口端部１６ａを有する。環状の軸方向保持板２６がディスクの上流側に固定されて、ス
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ロットの開口端部１６ａに重なる。したがって、環状板は、ブレードがそれを上流方向に
押しやる力を受けた場合に、ブレードがその方向にそのスロットから抜けるのを防止する
。これは特にブレードが失われた場合に起こる。このような状況下で、隣接するブレード
がスペーサ２２で旋回することによって傾き、上流に移動する。ブレード根元部は、その
結果生じる力に耐えることができなければならない軸方向保持板２６と接触する。
【００１３】
　この目的のために、ディスク１２と保持板２６は２度インターロックするような形状に
されている。スロットの上記開口端部１６ａの外側に径方向に位置付けられた円周外側イ
ンターロック３０と、上記開口端部の内側に径方向に延びる円周内側インターロック３２
との両方がある。
【００１４】
　「円周のインターロック」という用語は、２つの環状部同士の間の、上記２つの環状部
にそれぞれ属する２連の歯を備える任意の構成物を含むものとする。２つの環状部は軸方
向にドックされ、回動されることによってインターロックされて、２連の歯の歯同士を一
致させて配置するようになり、そのようにして、これらの環状部のいずれか一方に軸方向
の力が掛かった場合にそれらが協働するようになる。
【００１５】
　ここに記述する実施例では、ディスク１１はそのスロット同士の間に、上記で規定した
ディスクの歯１８を上流方向に延長する外側円周係合歯３４を含む。したがってこれらの
歯３４は、スロット１６の上記開口端部１６ａに対して径方向に外部である位置で上流に
突出する。溝３６はこれらの歯３４に形成され、歯の内側面の中に開き出る。
【００１６】
　さらに、ディスク１１は、上流に突出する、スロット１６の上記開口端部１６ａに対し
て径方向内部に位置付けられる環状フランジ４０も有する。この環状フランジは、環状溝
４２を画定するようにディスクから離隔される。この環状フランジは、周囲に分配される
歯を画定するように刻み目が付けられている。これらの歯は上記内側円周インターロック
３２の一部を形成する。
【００１７】
　保持板２６は、環状ウェブ４６の外側周囲と内側周囲とにそれぞれ円周分配された２連
の歯４８と５０を有する。保持板２６がディスクに固定されるとき、ウェブはスロット１
６の上記開口端部１６ａに面するように配置される。歯４８は外側円周インターロックの
一部を形成し、歯５０は内側円周インターロックの一部を形成する。
【００１８】
　さらに、保持板２６は径方向内向きに延びる上流フランジ５４を含む。組み立て位置で
、このフランジはディスクの環状フランジ４０にぶつかっている。この２つのフランジは
ボルトで一緒に組み立てられている。
【００１９】
　図５および図６で示すように、環状ウェブ４６は変形可能であり、組み立てで軸方向の
隙間Ｊが、協働するインターロック歯３４、４８の間に、より詳しくは本実施例では外側
インターロックで画定される。これによって、上記外側インターロック歯同士が接触する
前にウェブが変形するのが可能になる。したがって、移動するブレード根元部によって生
じる衝撃エネルギーは、ウェブによって初期に自然に吸収される。この緩衝は、２つのイ
ンターロックによって力が取り上げられたときの衝撃を低減する。
【００２０】
　さらに外側インターロック列と内側インターロック列の協働する歯３４、４８から４４
、５０は、２つの隣接するスロット同士の間の中心の角度の半分に相当する角度分円周方
向に偏位される。その結果図２で分かるように、保持板の内側歯４８と外側歯５０が角度
的に偏位される。同じことがディスクに画定された歯３４、４４に当てはまる。各スロッ
ト１６について、２つのインターロックの力は、２つの外側軸受域および１つの内側軸受
域の間で画定される「保持」三角形の全体に分配される。
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【００２１】
　図４に示す弾性変形可能なスペーサ２２は有利に複合材料から作られる。しかしそれが
金属から作られる場合でも、それが力をブレード根元部から軸方向保持手段に向けて伝達
するように設計されていないことから、その重量は小さいままである。
【００２２】
　溝３６の加工は、簡単で低コストの、ディスクにスロットが形成される前に実施される
旋削作業であることに留意されたい。
【００２３】
　２連の歯の間の保持板の輪郭は、変位されるブレード根元部によって生じる衝撃エネル
ギーを吸収するように最適化される。
【００２４】
　組み立てで、ファンのブレード１４はそれぞれのスロットの定位置に入れられ、楔２２
はブレード根元部の下に位置決めされる。保持板２６は、歯４８、５０がディスクの歯３
４、４４の間のギャップに係合できるような形で提示される。保持板の歯４８、５０がそ
れぞれ溝３６と内側溝４２とに一致すると、操作者は保持板を回動し、フランジへの保持
板の固定を続行することができる。
【００２５】
　通常作業では、空気力学的力がファンのブレードを軸方向上流に押し付ける。ブレード
根元部はこのように保持板にもたれかかる。ブレードが急激な軸方向の上流方向への推進
力を受ける場合（上述の通り隣接するブレードによって）、その内側インターロックに対
して阻止された保持板２６は、力の衝撃を緩衝するように変形する。その変形の終わりで
、保持板は、外側インターロックの一部を形成するディスクの歯３４の内側面にもたれか
かるようになる。次いで保持エネルギーが上述の「保持」三角形の全体に拡がる。
【００２６】
　外側インターロックに画定される隙間によって、保持板が変形し易くなる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明によるファンのロータのディスクの部分斜視図である。
【図２】ディスクの上流側に固定する軸方向保持板を示す部分斜視図である。
【図３】より明確にするために１つのファンのブレードしか示していない、ロータの部分
斜視図である。
【図４】弾性変形可能なスペーサを示す斜視詳細図である。
【図５】どのように組み立てられるかを示す、ロータの図式的放射断面図である。
【図６】ブレードが失われた場合にブレード保持板がどのように挙動するかを示す、図５
と類似の図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１１　ディスク
　１４　ブレード
　１６　スロット
　１６ａ　開口端部
　１８　歯
　１９　横突起部
　２０　ブレード根元部
　２２　スペーサ
　２６　環状軸方向保持板
　３０、３４、４８　円周外側インターロック
　３２、４４、５０　円周内側インターロック
　３６　溝
　４０、５４　フランジ
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　４２　環状溝
　４６　環状ウェブ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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